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横浜市税制調査会意見書について 
 

        地方消費税交付金の市町村「自主財源化」 
：「市町村消費税」創設による課税権の回復 

このたび、横浜市の附属機関である横浜市税制調査会から「令和２年度 横浜市税

制調査会意見書－地方消費税交付金の市町村「自主財源化」：「市町村消費税」創設

による課税権の回復－」が提出されましたので、お知らせいたします。 
 

１ 「令和２年度 横浜市税制調査会意見書」の概要 

  １ 地方税収に影響を及ぼす近年の税制改正について 

２ 課税権の回復は急務の課題 

３ 課税権回復の方策 ～地方消費税交付金の市町村「自主財源化」：「市町村 

消費税」の創設～ 

 

２ 横浜市税制調査会について 

  横浜市附属機関設置条例に基づき設置された附属機関で、担任事務は、「横浜市

の政策目標の実現に向けた課税自主権の活用上の諸課題等についての調査審議に関

する事務」です。現在の委員の任期は、令和２年４月１日から令和４年３月 31 日

までとなっています。 
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（添付資料）「令和２年度 横浜市税制調査会意見書」（概要・本文） 

  

お問合せ先 

財政局税制課長  大塚 貴司  Tel 045-671-2188 

令 和 ３ 年 ３ 月 2 5 日 
財 政 局 税 制 課 
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